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(57)【要約】
【課題】障害者が健常側の手指の力で麻痺側の手指を握
り開きでき、脳の回復、再構築の期待および安全性が高
く、施設および一般家庭用としても好適で、装置の低コ
スト化も図れる手指リハビリテーション装置を提供する
。
【解決手段】健常側の手指用の第１の固定部材と、麻痺
側の上手指用の第２の固定部材とを、力伝達部材を介し
て動作伝達手段により連結したので、第１の固定部材の
動作量、動作速度、動作方向がそれぞれ同一となる動作
を、第２の固定部材へ同時かつメカニカルに伝達できる
。その結果、障害者が健常側の手指の力で麻痺側の手指
を握り開きでき、これにより脳の回復、再構築の期待お
よび安全性が高く、施設および一般家庭用としても好適
で、装置の低コスト化も図れる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の手が健常で、他方の手が麻痺している片麻痺の障害者の手指のリハビリテーショ
ンを支援する手指リハビリテーション装置において、
　健常側の手の五指の先部に１本ずつ装着されるキャップ形状またはリング形状の５つの
第１の固定部材と、
　麻痺側の手の五指の先部に１本ずつ装着されるキャップ形状またはリング形状の５つの
第２の固定部材と、
　前記各第１の固定部材とこれらに対応する前記各第２の固定部材とを連結する５本の力
伝達部材を有し、かつ該各力伝達部材を介して、前記各第１の固定部材の動作量、該各第
１の固定部材の動作速度、前記障害者の五指の動作方向を基準とした前記各第１の固定部
材の動作方向がそれぞれ同一となる動作を、前記各第２の固定部材へ同時かつメカニカル
に伝達する５つの動作伝達手段と、
　該各動作伝達手段が内部空間の形成壁に設けられ、かつ前記各第１の固定部材および前
記各第２の固定部材が、前記内部空間に収納される本体ケーシングと、
　該本体ケーシングの内部空間の形成壁に設けられ、前記内部空間に挿入された前記健常
側の手および前記麻痺側の手をそれぞれ位置決めする１対の位置決め手段とを備えた手指
リハビリテーション装置。
【請求項２】
　健常側の手が挿入され、かつ五指が１本ずつ挿入される５つの指部を有した第１の手袋
と、
　麻痺側の手が挿入され、かつ五指が１本ずつ挿入される５つの指部を有した第２の手袋
とを有し、
　前記各第１の固定部材が、前記第１の手袋の各指部の先部にそれぞれ固定され、
前記各第２の固定部材が、前記第２の手袋の各指部の先部にそれぞれ固定された請求項１
に記載の手指リハビリテーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、片麻痺の訓練者（障害者）が動力を使わずに自らの力で手指の屈伸ができ
るようにした手指リハビリテーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、脳卒中により片麻痺となった手指の曲げ伸ばし運動を支援する手指リハビリテ
ーション装置として、従来、特許文献１の「動作支援装置」が知られている。これは、使
用者の一方の手に装着可能で指部と中手部を有する手袋状の装着部材と、装着部材の手背
側に指部の先端と中手部との間に懸架される伸縮自在な手背側アクチュエータと、装着部
材の手掌側に指部の先端と中手部との間に懸架される伸縮自在な手掌側アクチュエータと
を備え、手掌側アクチュエータは、指部の先端手背側から指部両側部を通って指部の手掌
側に配置され、指部の各関節相当位置での間隔が異なる指部に沿って中手部まで配置され
た２つのワイヤで構成されたワイヤ部と、ワイヤ部と連結して中手部に設けられたゴム人
工筋とを備えた装置である。
【０００３】
　特許文献１の装置の使用時には、装着部材の指部に設けられた手掌側アクチュエータの
ワイヤ部を各関節相当位置で広狭を繰り返すことで、関節ごとにワイヤ部のワイヤが三角
形状に配置される。したがって、ゴム人工筋が収縮することで、直線的に引っ張られたワ
イヤ部に対して、使用者の指の関節に隣り合う２つの部位を、指部の幅方向側方から中央
へまたは中央から側方へ幅方向にぶれることなく、指の延在方向すなわちワイヤ部の延在
方向に沿って引っ張ることができる。その結果、損傷しやすい手指の関節に無理な方向の
力を及ぼすことなく、本来の指関節の屈曲方向に力を作用させることができる。よって、
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指関節の損傷を防止することができる。
【０００４】
　また、特許文献１には、健常側の手指に装着し、手指の曲げ伸ばしを検出する曲げセン
サを有するセンサユニットと、制御ユニットとを配設したものも記載されている。この場
合には、健常側の手指の曲げ伸ばしを検出して制御ユニットにより手背側アクチュエータ
および手掌側アクチュエータの動作制御を行う。その結果、麻痺側の筋肉に無意識のうち
に筋力を発生させることができ、麻痺側の手指の神経ネットワークをも増強させ、リハビ
リテーション器具としての効果を高めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１１２５７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された動作支援装置は、このように多数本のアクチュ
エータ、ゴム人工筋、制御ユニット等が配備されていた。そのため、動作範囲と力との兼
ね合いを含めて患者の意志で麻痺側の手指を動かさないものとなり、脳の回復や再構築の
期待が小さかった。
　また、アクチュエータは圧縮空気などを動力として使用しているため、麻痺側の手指の
可動範囲を超えた屈伸運動を強いる可能性があった。しかも、誤動作や装置の乱調を来た
す可能性もあった。
　さらに、健常側の手指の屈伸を曲げセンサによって検出し、その検出信号に基づき、麻
痺側の手指の動作制御を行うため、これらの曲げセンサ、バルブ、制御ユニット、アクチ
ュエータ等が必要になり、装置の価格が高額になった。
【０００７】
　この発明は、障害者が健常側の手指の力で麻痺側の手指に所定の関節運動を行うことが
できるため、従来の動力式のものに比べて脳の回復、再構築の期待が大きいとともに、麻
痺側の手指の可動範囲を超える動作を強いたり、誤動作および装置の乱調等の危険がない
、装置費用の安価な手指リハビリテ－ション装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、一方の手が健常で、他方の手が麻痺している片麻痺の障害者
の手指のリハビリテーションを支援する手指リハビリテーション装置において、健常側の
手の五指の先部に１本ずつ装着されるキャップ形状またはリング形状の５つの第１の固定
部材と、麻痺側の手の五指の先部に１本ずつ装着されるキャップ形状またはリング形状の
５つの第２の固定部材と、前記各第１の固定部材とこれらに対応する前記各第２の固定部
材とを連結する５本の力伝達部材を有し、かつ該各力伝達部材を介して、前記各第１の固
定部材の動作量、該各第１の固定部材の動作速度、前記障害者の五指の動作方向を基準と
した前記各第１の固定部材の動作方向がそれぞれ同一となる動作を、前記各第２の固定部
材へ同時かつメカニカルに伝達する５つの動作伝達手段と、該各動作伝達手段が内部空間
の形成壁に設けられ、かつ前記各第１の固定部材および前記各第２の固定部材が、前記内
部空間に収納される本体ケーシングと、該本体ケーシングの内部空間の形成壁に設けられ
、前記内部空間に挿入された前記健常側の手および前記麻痺側の手をそれぞれ位置決めす
る１対の位置決め手段とを備えた手指リハビリテーション装置である。
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、まず５つの第１の固定部材に健常側の五指の先部をそ
れぞれ挿入するとともに、健常側の各第１の固定部材に力伝達部材を介して連結された５
つの第２の固定部材に、麻痺側の五指の先部をそれぞれ挿入する。このとき、健常側の手
指および麻痺側の手指のうち、同一呼称の指（親指を第一指～小指を第五指としたときの
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同一番目の指）が、同一力伝達部材で連結された第１の固定部材と特定の第２の固定部材
とにそれぞれ挿入される。
【００１０】
　この状態で、健常側の五指から選出された手指の力で、麻痺側の手指に曲げ伸ばし（指
関節の屈曲および伸展）運動を行わせることができる。すなわち、健常側の選出された手
指の曲げ伸ばしを行えば、その手指が装着された第１の固定部材の動作量、第１の固定部
材の動作速度、第１の固定部材の動作方向がそれぞれ同一となる動作が、動作伝達手段の
力伝達部材を介して、第２の固定部材へ同時かつメカニカルに伝達される。
【００１１】
　その結果、障害者が健常側の手指の力で麻痺側の手指に所定の関節運動を行わせること
ができ、これにより従来のアクチュエータ式のものに比べて脳の回復、再構築の期待が高
まる。また、この構成としたことで、リハビリテーションの介助者（医師、理学療法士な
ど）は、監視程度を行う１人のみでもよい。したがって、医療施設などでの使用時には、
１人の介助者で複数人の障害者のリハビリテーションを介助することが可能となり、今日
の医師、理学療法士の不足解消に寄与することができる。
　さらに、障害者は、健常側の手指と麻痺側の手指とが同時に同一方向へ動いている様子
を視認することができる。そのため、ミラーセラピーの理論により、手指リハビリテーシ
ョンの効果を高めることができる。「ミラーセラピー」とは、脳卒中により片麻痺となっ
た患者の健常側（非麻痺側）の動作を鏡によって麻痺側に映しながら麻痺側の手指は介助
者が動かすことで、麻痺側の手指があたかも動いているかのような錯覚を与えて実施され
る訓練法である。また、脳卒中および脳外傷による手足の麻痺は、一般的に発症後３～６
ヶ月で固定すると言われている。しかしながら、近年では、脳科学やリハビリテーション
医学の飛躍的な進歩により、脳卒中などを患ってから６ヶ月以上を経過しても、麻痺の回
復が見込まれるようになった。
【００１２】
　また、このように構成したことで、麻痺側の手指の可動範囲を超える屈伸動作を強いた
り、誤動作および装置の乱調等もないので、安全性が高く施設用および一般家庭用として
好適である。
　さらに、従来のような健常側の手指の屈伸を曲げセンサによって検出し、その検出信号
に基づき、麻痺側の手指の動作制御を行うという複雑な装置構成を採用していないので、
これらのアクチュエータ、曲げセンサ、バルブ、制御ユニットなどが不要となり、装置の
低コスト化も図ることができる。
【００１３】
　ここでいう手指リハビリテーション装置とは、手が片麻痺した障害者に対して、麻痺側
の手指に対して曲げ伸ばし運動のリハビリテーションを支援する装置である。
　「手が片麻痺」とは、例えば健常側が右手で麻痺側が左手のとき、反対に健常側が左手
で麻痺側が右手のときをいう。
　「手が片麻痺」する原因としては、例えば脳卒中、脳外傷などが挙げられる。
　第１の固定部材および第２の固定部材の形状としては、各種のキャップ形状（蓋付き筒
形状または蓋無し筒形状など）、各種のリング形状（輪形状など）を採用することができ
る。筒形状には、円筒形状、角形状などが挙げられる。第１の固定部材および第２の固定
部材が筒形状のものであれば、例えば第１の固定部材および第２の固定部材の先端に力伝
達部材の固定用の穴を形成する場合、その穴を第１の固定部材および第２の固定部材の先
端に切り込む加工がし易くなる。
　第１の固定部材に挿入される健常側の手指の先部および第２の固定部材に挿入される麻
痺側の手指の先部とは、各手指の先端から第２関節までの領域、好ましくは可動範囲が大
きい各手指の先端から第１関節までの領域である。
【００１４】
　力伝達部材としては、例えばワイヤ、ロープ、紐、ベルト、チェーンなどを採用するこ
とができる。この力伝達部材は、第１の固定部材と第２の固定部材とを、アクチュエータ
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などを介することなく直接連結して力を伝達する部材である。
　１つの力伝達部材により連結されるのは、健常側および麻痺側の各五指のうち、同一呼
称の指、言い換えれば親指を第１指とした場合の同一番目の指である。
　動作伝達手段としては、例えば本体ケースの内部空間の形成壁に配設された１組（２個
以上）のプーリに、対応する第１の固定部材と第２の固定部材とを連結する力伝達部材（
ワイヤ、ロープなど）が襷掛けされたプーリ方式のものを採用することができる。
　「第１の固定部材の動作を第２の固定部材へメカニカルに伝達する」とは、化学的な方
法または電気的な方法でなく、機械的な動力伝達方法によって、第１の固定部材の動きを
第２の固定部材へ伝えることをいう。
　「第１の固定部材の動作方向」とは、例えば第１の固定部材を装着した指を左側へ移動
させたとき、第２の固定部材を装着した指も左側へ移動するといった単なる「左右方向の
一致」の関係ではなく、解剖学的な関節運動に基づく動作方向をいう。具体的には、第１
の固定部材を装着した指を握ったとき、第２の固定部材を装着した指も握り、また第１の
固定部材を装着した指を開いたとき、第２の固定部材を装着した指も開くような関係をい
う。すなわち、ここでいう手指の動作とは、手指の曲げ伸ばし、つまり指関節の屈曲（指
の握り）および伸展（指の開き）をいう。第１の固定部材および第２の固定部材の動作は
、同時に進行する。
【００１５】
　本体ケーシングとしては、例えば、六面箱などを採用することができる。
　位置決め手段としては、例えば、手首を本体ケーシングに縛り付ける紐、ベルトなどの
緊縛部材の他、本体ケーシングに形成された手首の位置決め用の凸部または凹部などを採
用することができる。その他、手首を本体ケーシングにクランプするクランパなどでもよ
い。これらの位置決め手段を採用した場合には、構造が簡単で低コスト化が図れる。その
他、電磁石の磁力により手首を本体ケーシングに位置決めするものでもよい。
【００１６】
　また、請求項２に記載の発明は、健常側の手が挿入され、かつ五指が１本ずつ挿入され
る５つの指部を有した第１の手袋と、麻痺側の手が挿入され、かつ五指が１本ずつ挿入さ
れる５つの指部を有した第２の手袋とを有し、前記各第１の固定部材は、前記第１の手袋
の各指部の先部にそれぞれ固定され、前記各第２の固定部材は、前記第２の手袋の各指部
の先部にそれぞれ固定された請求項１に記載の手指リハビリテーション装置である。
【００１７】
　請求項２に記載の発明によれば、各第１の固定部材を第１の手袋に固定し、各第２の固
定部材を第２の手袋に固定するように構成にしたので、各５つの両固定部材が本体ケーシ
ングの内部空間にそれぞれ一まとめの状態で存在する。しかも、両手袋に健常側の手や麻
痺側の手を通すだけで、第１の固定部材および第２の固定部材を、対応する手指に装着す
ることができるので、両固定部材の手指への装着（取り外し時も同じ）が容易となる。手
袋の取り付け、取り外し、手の位置決め等は介助者が介助する。
　両手袋の原材料としては、例えば天然繊維または化学繊維からなる布帛（織布、不職布
、網布）を採用することができる。
　両手袋の手首部分には、例えばホック、面状ファスナといった手首締め付け部材を設け
た方が、手袋と手首との一体化が図れて望ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に記載の発明によれば、５つの第１の固定部材に健常側の手の五指を固定し、
かつ５つの第２の固定部材に麻痺側の手の五指を固定する。この状態で、健常側の手の五
指の力で、麻痺側の五指に対して握り開き（指関節の屈曲および伸展）の運動を任意に行
わせることができる。すなわち、健常側の選出された手指を動かせば、動作伝達手段の力
伝達部材が作動し、第１の固定部材の動作量、第１の固定部材の動作速度、第１の固定部
材の動作方向がそれぞれ同一となる動作が、対応する第２の固定部材へ同時かつメカニカ
ルに伝達される。
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【００１９】
　その結果、障害者が健常側の手指の力で麻痺側の手指に所定の関節運動を行わせること
ができる。これにより、従来のアクチュエータ式のものに比べて脳の回復、再構築の期待
が高まる。また、この構成としたことで、リハビリテーションの介助者は、監視程度を行
う１人のみでもよく、医療施設などでの使用では、１人の介助者で複数人の障害者のリハ
ビリテーションを介助することが可能となり、今日の医師、理学療法士の不足解消に寄与
することができる。
　しかも、麻痺側の手指の可動範囲を超える屈伸動作を強いたり、誤動作および装置の乱
調なども無く、リハビリテーション装置としての安全性が高く、施設用だけでなく一般家
庭用としても好適である。
　また、従来のようなアクチュエータ、曲げセンサ、バルブ、制御ユニットなどが不要と
なり、装置の低コスト化も図ることができる。
【００２０】
　請求項２に記載の発明によれば、各第１の固定部材を第１の手袋に固定し、各第２の固
定部材を第２の手袋に固定したので、５つずつの第１の固定部材および第２の固定部材を
本体ケーシングの内部空間にそれぞれ一まとめの状態で収納させることができる。しかも
、第１の手袋に健常側の手を通すとともに、第２の手袋に麻痺側の手を通すだけで、各第
１の固定部材を健常側の各手指に装着し、かつ各第２の固定部材を麻痺側の各手指に装着
することができるので、両固定部材の手指への装着が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】この発明の実施例１に係る手指リハビリテーション装置の使用状態を示す前面斜
視図である。
【図２】この発明の実施例１に係る手指リハビリテーション装置の後面斜視図である。
【図３】この発明の実施例１に係る手指リハビリテーション装置の親指用の動作伝達手段
を示す立面イメージ図である。
【図４】この発明の実施例１に係る手指リハビリテーション装置の親指を除く手指用の動
作伝達手段を示す平面イメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、この発明の実施例を具体的に説明する。なお、図面の説明の都合上、Ｘ１方向を
手指リハビリテーション装置の長さ方向の一方向（右方向）、Ｘ２方向をこの装置の長さ
方向の他方向（左方向）、Ｙ１方向をこの装置の幅方向の一方向（前方向）、Ｙ２方向を
この装置の幅方向の他方向（後方向）、Ｚ１方向をこの装置の上方向、Ｚ２方向をこの装
置の下方向と呼ぶ。
【実施例】
【００２３】
　図１および図２において、１０はこの発明の実施例１に係る手指リハビリテーション装
置で、一方の手（ここでは右手）が健常で、他方の手（ここでは左手）が麻痺している片
麻痺の障害者の手指の握り開き（指関節の屈曲および伸展）の運動のリハビリテーション
を支援するものである。
　手指リハビリテーション装置１０は、健常側の右手の五指の先部に１本ずつ装着される
キャップ形状（筒形状）の５つの第１の固定部材１１と、麻痺側の左手の五指の先部に１
本ずつ装着されるキャップ形状（筒形状）の５つの第２の固定部材１２と、各第１の固定
部材１１とこれらに対応する各第２の固定部材１２とを連結する５本のワイヤ（力伝達部
材）１３を有し、かつ各ワイヤ１３を介して、各第１の固定部材１１の動作量、各第１の
固定部材１１の動作速度、障害者の五指の動作方向を基準とした各第１の固定部材１１の
動作方向がそれぞれ同一となる動作を、各第２の固定部材１２へ同時かつメカニカルに伝
達する５つの動作伝達手段１４と、各動作伝達手段１４が内部空間の形成壁に設けられ、
かつ各動作伝達手段１４を介して、各第１の固定部材１１および各第２の固定部材１２が
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、内部空間に収納される本体ケーシング１５と、本体ケーシング１５の内部空間の形成壁
に設けられ、内部空間に挿入された健常側の右手および麻痺側の左手をそれぞれ位置決め
する１対の位置決め手段１６とを備えている。
【００２４】
　以下、これらの構成体を詳細に説明する。
　手指リハビリテーション装置１０は、それぞれ平面視してＸ１－Ｘ２方向に長い矩形状
の上板１７および下板１８と、側面して略正方形状の両側板１９とを有し、かつ前面およ
び背面（後面）が開口された六面箱体の本体ケーシング１５を外装材とする。障害者の両
手は、開口した前面側の開口から本体ケーシング１５の内部空間へ挿入される。また、両
側板１９のＹ１－Ｙ２側の両端部は、厚肉な角材により内側から補強されている。そのう
ち、Ｙ１側に配置された両角材２０の長さ方向の略中間部分であって、かつその内側コー
ナーには、両手首を保護する面取り部２１がそれぞれ形成されている。
【００２５】
　本体ケーシング１５の内部空間の中央部周辺には、それぞれ４つのプーリ２２が上下に
所定ピッチで配設された第１～第４のプーリ群固定柱２３Ａ～２３Ｄと、下端部に右手の
載置台２４が固定された右手載置台固定柱２５と、下端部に左手の載置台２４が固定され
た左手載置台固定柱２６とが、平面視して円形状の仮想ラインに沿って、本体ケーシング
１５の上板１７および下板１８間に立設されている。このうち、第１のプーリ群固定柱２
３Ａは前記内部空間のＸ１－Ｙ１方向に配置され、第２のプーリ群固定柱２３Ｂは内部空
間のＸ２－Ｙ２方向に配置されている。また、第３のプーリ群固定柱２３Ｃは内部空間の
Ｘ２－Ｙ１方向に配置され、第４のプーリ群固定柱２３Ｄは内部空間のＸ１－Ｙ２方向に
配置されている。さらに、右手載置台固定柱２５は内部空間のＸ１方向に配置され、左手
載置台固定柱２６は内部空間のＸ２方向に配置されている。各動作伝達手段１４は、それ
ぞれの手指に対応する各プーリ２２と、これらを支持する第１～第４のプーリ群固定柱２
３Ａ～２３Ｄとにより構成されている。
【００２６】
　各プーリ群固定柱２３Ａ～２３Ｄは上下方向に長い矩形板で、その長さ方向の中央部一
帯に長孔２３ａが形成されている。各プーリ群固定柱２３Ａ～２３Ｄの内面は、内部空間
の中心部ａに向いている。各プーリ群固定柱２３Ａ～２３Ｄに配設された４つのプーリ２
２は、最上段のものから順に人差し指（第二指）用のもの、中指（第三指）用のもの、薬
指（第四指）用のもの、小指（第五指）用のものとなっている。また、各プーリ２２は、
左右１対の長尺なビス２４により各プーリ群固定柱２３Ａ～２３Ｄの内面からの離間距離
を変更し、ワイヤ１３の長さを調整できるように構成されている。
　本体ケーシング１５の上板１７のうち、第１および第３のプーリ群固定柱２３Ａ、２３
Ｃの固定位置より内部空間の中央部ａ側の部分には、平面視して長さ方向の一方が内部空
間の中央部ａへ向いた１対の長孔１７ａが形成されている。上板１７の両長孔１７ａの形
成部には、親指用のプーリ２２が両長孔１７ａに回転自在な収納状態で配設されている。
さらに、第１および第３のプーリ群固定柱２３Ａ、２３Ｃの各下端部には、各Ｘ１－Ｘ２
方向の両端部の内面に、内部空間の中心部ａへ向かって延びた片方が門形の細長い分割台
３２が１対ずつ固定されている。両分割台３２の先端部間および元部間には、１対の別の
親指用のプーリ２２がそれぞれ横架されている。
【００２７】
　また、右手載置台固定柱２５および左手載置台固定柱２６は、各プーリ群固定柱２３Ａ
～２３Ｄより幅方向が長い矩形状の板で、平面視してＹ２側へ向かうほど互いの間隔が狭
くなるハの字形に配置されている。右手載置台固定柱２５の下端部の内面には、平面視し
て矩形状の右手用の載置台２４が取り付けられている。また、左手載置台固定柱２６の下
端部の内面には、平面視して矩形状の左手用の載置台２４が取り付けられている。両載置
台固定柱２５，２６の長さ方向の中間部の内面には、Ｙ２方向へ向かって徐々に幅（Ｚ１
－Ｚ２方向の長さ）が狭くなった側面視して台形状で、かつ薄肉な１対のガイドレール２
７が配設されている。両ガイドレール２７の幅方向の両端部は、内方へ略４５°に折り曲
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げられている。両ガイドレール２７のＹ１－Ｙ２側の端部には、Ｚ１－Ｚ２方向へ長くか
つ長さが異なる開口がそれぞれ形成されている。
【００２８】
　右手載置台固定柱２５のガイドレール２７には、健常側の右手が挿入される第１の手袋
２８の手甲部に接着された先広がり形状の掛止板２９が掛止される。一方、左手載置台固
定柱２６のガイドレール２７には、麻痺側の左手が挿入される第２の手袋３０の手甲部に
接着された先広がり形状の掛止板２９が掛止される。両掛止板２９は、先広がり側を指先
方向に向けて固定されている。両掛止板２９を、先広がり側から両ガイドレール２７の幅
広の開口へ差し込んで行くことにより、両掛止板２９が掛止め動作をすることなく両ガイ
ドレール２７に掛止される。各位置決め手段１６は、両ガイドレール２７と両掛止板２９
とから構成されている。
　第１の手袋２８の各指部の先端部分（末節骨の被覆部分）には、キャップ形状の第１の
固定部材１１がそれぞれ分離不能に固定されている。また、第２の手袋３０の各指部の先
端部分には、キャップ形状の第２の固定部材１２がそれぞれ分離不能に固定されている。
また、両手袋２８，３０の手首を覆う部分には、その手掌側の部分に、両手袋２８，３０
の長さ方向へ延びたスリットが形成されている。また、このスリットの形成部分には、両
手袋２８，３０の手首を覆う部分によって手首を締め付けることで、両手袋２８，３０と
両手の一体感を高める雄部と雌部とからなる２つのホック３１が形成されている。
【００２９】
　５対の両固定部材１１，１２の先端部には、５本の無端形状のワイヤ１３の一部がそれ
ぞれ連結されている。このうち、親指用の両固定部材１１，１２に連結された１本のワイ
ヤ１３は、１対の上側の親指用のプーリ２２と、２対の下側の親指用のプーリ２２との間
で引き回されている。具体的には、図３に示すように右親指用の第１の固定部材１１から
下方へ引き回されたワイヤ１３は、順次、右下側の分割台３２の先端部間の親指用のプー
リ２２、左下側の元部間の親指用のプーリ２２、左上側の親指用のプーリ２２、左親指用
の第２の固定部材１２、左下側の分割台３２の先端部間の親指用のプーリ２２、右下側の
分割台３２の元部間の親指用のプーリ２２、右上側の親指用のプーリ２２を順次経由して
右親指用の第１の固定部材１１に戻る。
　また、残りの４対の両固定部材１１，１２の先端部に連結された４本のワイヤ１３は、
前記４つの各プーリ群固定柱２３Ａ～２３Ｄに配設された各４つのプーリ２２間で引き回
されている（図４）。具体的には、人差し指用のワイヤ１３が各プーリ群固定柱２３Ａ～
２３Ｄの最上段のプーリ２２間で引き回され、中指用のワイヤ１３が各プーリ群固定柱２
３Ａ～２３Ｄの上から２段目のプーリ２２間で引き回される。また、薬指用のワイヤ１３
が各プーリ群固定柱２３Ａ～２３Ｄの３段目のプーリ２２間で引き回され、小指用のワイ
ヤ１３が各プーリ群固定柱２３Ａ～２３Ｄの上から４段目（最下段）のプーリ２２間で引
き回される。
【００３０】
　ここで、人差し指用のワイヤ１３を例として、親指用を除いた各ワイヤ１３の各プーリ
群固定柱２３Ａ～２３Ｄに配設されたプーリ２２間での引き回し方法を詳細に説明する。
　図４に示すように、例えば、右人差し指用の第１の固定部材１１から下方へ引き回され
たワイヤ１３は、順次、第１のプーリ群固定柱２３Ａの最上段の人差し指用のプーリ２２
、第２のプーリ群固定柱２３Ｂの最上段の人差し指用のプーリ２２、第３のプーリ群固定
柱２３Ｃの最上段の人差し指用のプーリ２２、第４のプーリ群固定柱２３Ｄの最上段の人
差し指用のプーリ２２を順次経由して右人差し指用の第１の固定部材１１に戻る。残りの
３本の手指も、同じように第１のプーリ群固定柱２３Ａから第４のプーリ群固定柱２３Ｄ
へと順に引き回される。
　また、両固定部材１１，１２のワイヤ１３に対する具体的な連結構造を説明すれば、両
固定部材１１，１２の先端部の一部分にはワイヤ掛け用のスリットを形成する一方、ワイ
ヤ１３のうち、各固定部材１１，１２が掛止される位置の両側部分に、対応する固定部材
１１，１２の位置決め用の結線をそれぞれ巻回している。このとき、近接した両結線間の
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隙間は、対応する固定部材１１，１２をワイヤ１３に掛止したとき、両固定部材１１，１
２がガタつかない程度のものとしている。このように構成したことで、障害者の手の大き
さに応じて、各ワイヤ１３に掛止される両手袋２８，３０をガタつきなく適宜変更するこ
とができる。
【００３１】
　次に、実施例１に係る手指リハビリテーション装置１０を使用し、片麻痺した左手の五
指の曲げ伸ばし運動に対するリハビリテーション方法を説明する。
　図１に示すように、まず障害者は、テーブルに載置された手指リハビリテーション装置
１０に対面して椅子に座る。この状態で、介助者の介助を受けて第１の手袋２８に健常側
の右手を挿入し、５つの第１の固定部材１１に右手の五指の先部をそれぞれ装着し、第２
の手袋３０に麻痺側の左手を挿入し、５つの第２の固定部材１２に左手の五指をそれぞれ
挿入する。両手の挿入後、両手袋２８，３０の手首を覆う部分において、両ホック３１の
雄部と雌部とを掛止し、両手首に両手袋２８，３０の手首を覆う部分を締め付けて堅固に
一体化する。次に、両掛止板２９を、先細り側から右手載置台固定柱２５および左手載置
台固定柱２６の各ガイドレール２７の幅広の開口へ差し込んで行く。これにより、両掛止
板２９が掛止め動作をすることなく両ガイドレール２７に掛止される。この場合、障害者
は自力で両手袋２８，３０の装着および麻痺側の手の位置決めができないため、介助者の
介助が必要となる。この状態で、健常側の五指の力により麻痺側の五指の握り開き（指関
節の屈曲および伸展）の運動を任意に行う。
【００３２】
　このように、両ガイドレール２７を、Ｙ２方向へ向かって徐々に幅狭くなった側面視し
て台形状で、かつその幅方向の両端部が内方へ略４５°に折り曲げられたものとし、両掛
止板２９を、両ガイドレール２７の形状と相似形状とし、かつ対応するガイドレール２７
への差し込み式の嵌合構造となるように構成している。これにより、障害者の手が装着さ
れた両手袋２８，３０を、ワンタッチで両載置台固定柱２５，２６に位置決めすることが
できる。
　すなわち、例えば健常側の右手の親指（第一指）を握る場合（指関節の屈曲の場合）に
は、その指の力により親指用の第１の固定部材１１とワイヤ１３が下方へ移動する。これ
に伴い、親指用のワイヤ１３が一部で襷掛けされながら、図３の実線矢印に示すように各
親指用のプーリ２２間で引き回される。これにより、麻痺側の左手の親指用の第１の固定
部材１１を介して左手の親指が握り状態となる（内方へ曲げられる）。
　一方、右手の親指を開いた場合（指関節を伸展させた場合）には、その操作力により親
指用の第１の固定部材１１が上方へ移動される。これに伴い、親指用のワイヤ１３が一部
で襷掛けされながら、図３の破線矢印のように各親指用のプーリ２２間で反対回りに引き
回される。これにより、麻痺側の親指用の第１の固定部材１１を介して左手の親指が開き
状態となる（外方へ伸ばされる）。このようにして、健常側の親指が装着された第１の固
定部材１１の動作量、第１の固定部材１１の動作速度、第１の固定部材１１の動作方向が
それぞれ同一となる動作が、麻痺側の親指が装着された第２の固定部材１２へ同時かつメ
カニカルに伝達される。
【００３３】
　また、健常側の右手のうち、残りの四指（人差指（第二指）～小指（第五指））を握っ
た場合（指関節の屈曲の場合）には、図４の実線矢印に示すように、４本のワイヤ１３が
襷掛けされながら各四指用のプーリ２２間で引き回され、麻痺側の四指が握り状態となる
（曲げられる）。一方、右手の四指を開いた場合（指関節を伸展させた場合）には、図４
の破線矢印に示すように、４本のワイヤ１３が襷掛けされながら各四指用のプーリ２２間
で反対回りに引き回され、四指が開き状態となる（伸ばされる）。なお、親指の握り開き
の運動と、残りの四指の握り開きの運動とは、引き回された各ワイヤ１３同士の干渉によ
る不具合を避けるため、別々に行うものとする。
【００３４】
　このようにして、健常側の四指が装着された各第１の固定部材１１の動作量、各第１の
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固定部材１１の動作速度、各第１の固定部材１１の動作方向がそれぞれ同一となる動作が
、麻痺側の四指が装着された各第２の固定部材１２へ同時かつメカニカルに伝達される。
その結果、障害者が健常側の手指の力で麻痺側の手指に所定の関節運動を行わせることが
できる。これにより、従来のアクチュエータ式のものに比べて脳の回復、再構築の期待が
高まる。また、この構成としたことで、リハビリテーションの介助者は、監視程度を行う
１人のみでもよい。したがって、医療施設などでの使用時には、１人の介助者で複数人の
障害者のリハビリテーションを介助することが可能となり、今日の医師、理学療法士の不
足解消に寄与することができる。さらに、障害者は、麻痺側の手指を介助者が動かすこと
で、鏡を見ながら健常側の手指と麻痺側の手指とが同時に同一方向へ動いている様子を視
認することができる。そのため、ミラーセラピーの理論により、手指リハビリテーション
の効果を高めることができる。
　しかも、麻痺側の手指の可動範囲を超える屈伸動作を強いたり、誤動作および装置の乱
調なども無く、リハビリテーション装置としての安全性が高く、施設用および一般家庭用
として好適である。
　さらに、従来のようなアクチュエータ、曲げセンサ、バルブ、制御ユニットなどが不要
となり、装置の低コスト化も図ることができる。
【００３５】
　さらにまた、各第１の固定部材１１および各第２の固定部材１２を筒形状のキャップと
したので、各固定部材１１，１２を適度な締め付けで五指に装着することができる。これ
により、両手袋２８，３０が抜け難くなり、両手を握ったり開いたとき、各固定部材１１
，１２が五指に緩く装着されたことによる各指の移動範囲の減少を防止することができる
。
　また、各第１の固定部材１１を第１の手袋２８に固定し、各第２の固定部材１２を第２
の手袋３０に固定するように構成したので、各５つの両固定部材１１，１２が本体ケーシ
ング１５の内部空間にそれぞれ一まとめの状態で配置することができる。しかも、両手袋
２８，３０に健常側の手や麻痺側の手を通すだけで、各第１の固定部材１１および各第２
の固定部材１２を、対応する手指に装着することができるので、両固定部材１１，１２の
手指への装着が容易となる。また、同じような理由により両固定部材１１，１２からの手
指の取り外しも容易となる。
　なお、ワイヤ１３の長さの調整は、各プーリ２２を第２のプーリ群固定柱２３Ｂおよび
第４のプーリ群固定柱２３Ｄに連結するビスのねじ込み量を変更することでなされる。ワ
イヤ１３に緩みがあれば、その分、麻痺側の手指の動作範囲が小さくなる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　この発明は、脳卒中、脳外傷などにより片麻痺となった手の手指のリハビリテーション
を支援する装置として有用である。
【符号の説明】
【００３７】
１０　手指リハビリテーション装置、
１１　第１の固定部材、
１２　第２の固定部材、
１３　ワイヤ（力伝達部材）、
１４　動作伝達手段、
１５　本体ケーシング、
１６　位置決め手段、
２８　第１の手袋、
３０　第２の手袋。
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